
綾瀬市卓球協会加盟団体・クラブ各位 令和7年4月1日

事務局

（1）　日本卓球協会・神奈川県卓球協会への登録について

　各学校・クラブ・個人にてパソコン入力し登録頂きます。

神奈川県卓球協会の登録費も日本卓球協会登録と同時に振り込みとなります。

各予選会など申込みの時点で登録されてない場合は無効となりますので、必ず期日までに

下記にて登録をお願いいたします。

記

① 登録

日本卓球協会 ・各団体責任者が日本卓球協会のホームページの登録画面（JTTPARK）より

神奈川県卓球協会 　入力し登録する。（2024年度よりリニューアルし新しくなった）

・日本卓球協会から戻ってきたものを綾瀬市卓球協会が承認する。

・日本卓球協会から承認の通知が団体責任者に来る。

・承認の通知後、各団体の責任者がパソコンから登録料振り込み用紙を

　ダウンロードし、コンビニにて支払う。

・入金確認後、登録完了

② 登録料

日本卓球協会 神奈川県卓球協会 合　　計

一般 1500円 1500円 3000円

日学連 1100円 900円 2000円

高体連 900円 600円 1500円

中学生 700円 300円 1000円

小学生 700円 300円 1000円

教職員 1500円 1500円 3000円

役員（一般） 1500円 1500円 3000円

役員（教職員） 1500円 1500円 3000円

※ 役員とは、顧問、部長、監督、コーチなど

※ 監督、コーチは役員登録をし、大会時役員章を付けること。

※ 監督、選手両方の場合は1500円×2（日本卓球協会）+1500円（神奈川県卓球協会）

で4500円となります。（不明な点は事務局迄）

※ 登録時にかかる振り込み手数料は、基本綾瀬市卓球協会にて負担します。

各団体で日本卓球協会に登録される方は、なるべく人数をまとめて振り込んでください。

綾瀬市としては今年度の登録は、1回目3月末、2回目が7月末、3回目は10月末、4回目

12月末とし（承認が）、それ以外の振り込み手数料は各団体で負担をお願いします。

綾瀬市卓球協会に手数料を申請する場合は、振り込み手数料がわかるものをもってきてください。

コンビニでのレシートは振り込んだ金額しか出ません。

③ 日本卓球協会登録のゼッケン、役員章について

　　①の登録後、各団体（学校）の代表者が枚数を下記事務局迄お知らせください。

　　事務局よりお渡しします。（綾瀬市卓球協会の登録料の支払いと会員名簿を提出）



（2）　綾瀬市卓球協会の登録について

① 登録

　団体登録 団体登録は、責任者が市内在住、在勤、在学の方。

団体の会員は市外の方も可とする。

　個人登録 個人登録は市内在住、在勤、在学、の方。

② 市卓球協会登録料

・一般の団体/1名 500円　

・小学生以下/1名 100円　

・レディース/1名 200円

・高校生・専修学校団体/1名　　　300円

・中学生・クラブチーム 100円/1名　　先生500円

25名以上は3000円

※ クラブチームの監督、コーチが選手として出場する方は登録料500円とする。

※ 登録料と会員名簿を添えて綾瀬市卓球協会にお支払いください。

③ 期限

綾瀬市卓球協会の登録料は次回の組合せ会議にて手渡しでお願いします。

日本卓球協会に登録する選手はゼッケン引き渡し時に、市卓球協会の登録料の支払いと会員

名簿を提出してください。

事務局（登録担当） メール： jimukyoku@ayase-tta.skr.jp

※問合せ先：理事長 宮下代至司　　電話 080-1336-1662

以上


